仕　　様　　書

１　概　要
　(1) 供給場所
      茨城県笠間市鯉淵6528   茨城県立中央病院
　　　茨城県笠間市旭町654 　 茨城県立こころの医療センター
　(2) 業種及び用途
      医療（病院）
２　仕　様
  (1) 電力供給条件
    ア　電気方式　　　　　　　交流三相３線式
    イ　供給電圧（標準電圧）　別紙「基本情報一覧表」参照
    ウ　計量電圧（標準電圧）　別紙「基本情報一覧表」参照

    エ　標準周波数　　　　　　50ヘルツ
    オ　受電方式　　　　　　　別紙「基本情報一覧表」参照
　(2）契約電力及び予定使用電力量等
　　ア　契約電力　　　　　　　別紙「基本情報一覧表」参照
（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。また、予備電力とは、常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるため、常時供給変電所又はそれ以外の変電所から予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。）
　　イ　予定使用電力量  　　　15,230,763キロワット時
（供給場所毎の年間予定使用電力量は別紙「基本情報一覧表」、「R8各供給施設予定使用電力量等一覧表」を参照。月別予定使用電力量等は添付資料を参照。）
    ウ　予定力率　　　　　　　100パーセント（平均）
　(3) 供給期間
令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
　(4) 電力量等の検針
    ア　自動検針装置の有無    別紙「基本情報一覧表」参照
    イ　電力会社の検針方法    別紙「基本情報一覧表」参照
　(5) 供給地点

別紙「基本情報一覧表」参照
(6) 保安上の責任分界点

    供給地点に同じ。
　(7) 電気工作物の財産分界点
      供給地点に同じ。ただし取引用計量装置は除く。
３　その他
(１) 力率は、使用期間中の力率は別紙の値を保持する予定。
(２) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
(３) 支払方法は毎月ごとの清算払いとする。料金の請求は供給場所毎に行うこと。また、請求の際には請求書のほか供給場所ごとの電力使用量、単価及び金額などを記載した内訳を添付すること。
(４) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める供給条件による。
なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整額（市場価格調整額を含む）、託送料金及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。また、契約後に支払う燃料費等調整額は、東京電力エナジーパートナー株式会社が公表する単価（現在の標準メニューに適用する燃料費等調整単価）と同一の額とする。
(５) 料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。
ア　契約電力及び最大需要電力の単位は１キロワットとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。
イ　使用電力量の単位は１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。
ウ　力率の単位は１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。
エ　料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
オ　消費税額及び地方消費税額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
(６) 本電力量は過去３年の実績を基に算出しているため、電力量増減の可能性がある。
(７) 今回の契約を実行するため、新たに発生する設備の改造に必要な費用は、受注者の負担とする。また、当該改造のために必要な作業は、業務に支障を及ぼさない範囲で行わなければならない。　
４　添付資料
　(１) 月別予定使用電力量等
　(２) 過去月別使用電力量等実績
(３) 月別最大負荷日ロードカーブ（令和７年４月～令和７年９月）
(４) 月別最大負荷日ロードカーブ（令和６年10月～令和７年３月）
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